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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被切断物を仕切る第１の境界線と該第１の境界線に交わる第２の境界線とにそれぞれ沿
って前記被切断物を切断することによって、前記第１の境界線と前記第２の境界線とによ
って仕切られた複数の領域にそれぞれ対応する複数の単位部材を生産する際に、切断装置
とともに使用される検査用治具であって、
　前記切断装置は、前記複数の単位部材をそれぞれ吸着する第１の吸着手段と、前記第１
の吸着手段に設けられ前記複数の単位部材をそれぞれ吸着するための複数の第１の管路と
、前記複数の単位部材をそれぞれ吸着する第２の吸着手段とを備え、
　前記検査用治具は、
　前記第１の吸着手段と前記第２の吸着手段との間に配置され、前記第１の吸着手段の上
に置かれることができる第３の吸着手段と、
　前記第３の吸着手段に設けられ、前記第３の吸着手段が前記第１の吸着手段の上に置か
れた状態において、前記第１の吸着手段が有する前記複数の第１の管路にそれぞれつなが
ることができる複数の第３の管路と、
　前記第３の吸着手段の上に置かれ前記第３の吸着手段に着脱されることができる覆い手
段と、
　前記第３の吸着手段と前記覆い手段とを固定する固定手段とを備え、
　前記第３の吸着手段は、前記第３の吸着手段が前記第１の吸着手段の上に置かれた状態
において、前記第１の吸着手段から前記第２の吸着手段を経由して受け取った前記複数の
単位部材を、前記第３の吸着手段の上面に吸着し、
　前記第３の吸着手段の上に前記覆い手段が装着された状態において前記第３の吸着手段
の上面に吸着された前記複数の単位部材が前記覆い手段によって押さえられ、かつ、前記
覆い手段が前記第３の吸着手段に固定され、
　前記覆い手段が前記第３の吸着手段に固定された状態において前記第３の吸着手段と前
記覆い手段とが一体的に移動し、
　前記第３の吸着手段と前記覆い手段とが一体的に移動した後に前記第３の吸着手段から
前記覆い手段が取り外された状態において、前記複数の単位部材に対する光学的な検査が
行われることを特徴とする検査用治具。
【請求項２】
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　請求項１に記載された検査用治具において、
　前記光学的な検査は、作業者による目視であることを特徴とする検査用治具。
【請求項３】
　請求項１に記載された検査用治具において、
　前記光学的な検査は、前記切断装置が有する撮像手段と画像処理手段と判定手段とを使
用して行われることを特徴とする検査用治具。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１つに記載された検査用治具において、
　前記覆い手段が有する面のうち、前記第３の吸着手段の上に前記覆い手段が装着された
状態において前記第３の吸着手段の上面に吸着された前記複数の単位部材を押さえる内底
面に設けられた軟質部材を備えることを特徴とする検査用治具。
【請求項５】
　被切断物を仕切る第１の境界線と該第１の境界線に交わる第２の境界線とにそれぞれ沿
って前記被切断物を切断することによって、前記第１の境界線と前記第２の境界線とによ
って仕切られた複数の領域にそれぞれ対応する複数の単位部材を生産する際に使用される
切断装置であって、
　前記第１の境界線と前記第２の境界線とにそれぞれ沿って前記被切断物を切断する切断
手段と、
　前記複数の単位部材をそれぞれ吸着する第１の吸着手段と、
　前記第１の吸着手段に設けられ前記複数の単位部材をそれぞれ吸着するための複数の第
１の管路と、
　前記複数の第１の管路につながる吸引手段と、
　前記第１の吸着手段に吸着された前記複数の単位部材を乾燥させる乾燥手段と、
　前記第１の吸着手段から前記複数の単位部材を受け取って吸着する第２の吸着手段と、
　前記第２の吸着手段に設けられ前記複数の単位部材をそれぞれ吸着するための複数の第
２の管路と、
　前記第１の吸着手段の上に置かれることができる第３の吸着手段と、
　前記第３の吸着手段に設けられ、前記第３の吸着手段が前記第１の吸着手段の上に置か
れた状態においてそれぞれ前記複数の第１の管路につながることができる複数の第３の管
路と、
　前記第３の吸着手段の上に置かれ前記第３の吸着手段に着脱されることができる覆い手
段と、
　前記第３の吸着手段と前記覆い手段とを固定する固定手段と、
　前記第３の吸着手段の上に前記複数の単位部材が置かれ、かつ、前記第３の吸着手段か
ら前記覆い手段が取り外された状態において前記複数の単位部材の画像を取得する画像取
得手段と、
　前記複数の単位部材がばらばらになった状態で一括して収容される収容手段とを備え、
　前記第１の吸着手段の上に置かれた前記第３の吸着手段の上面に前記第２の吸着手段か
ら前記複数の単位部材が移載され、前記第３の吸着手段の上面に移載された前記複数の単
位部材が前記覆い手段によって押さえられ、かつ、前記覆い手段が前記第３の吸着手段に
固定され、
　前記覆い手段と該覆い手段に固定された前記第３の吸着手段とが前記第１の吸着手段の
上から前記画像取得手段まで一体的に移動した後に前記第３の吸着手段から前記覆い手段
が取り外された状態において、前記画像取得手段によって得られた前記複数の単位部材の
画像に基づいて、前記複数の単位部材が光学的に検査されることを特徴とする切断装置。
【請求項６】
　請求項５に記載された切断装置において、
　前記画像取得手段は、作業者による目視であることを特徴とする切断装置。
【請求項７】
　請求項５に記載された切断装置において、
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　前記画像取得手段は撮像手段を有し、
　前記撮像手段によって得られた前記複数の単位部材の画像を対象にして画像処理を行う
画像処理手段と、
　前記画像処理を行った結果に基づいて前記複数の単位部材の良否を判定する判定手段と
を備えることを特徴とする切断装置。
【請求項８】
　請求項５～７のいずれか１つに記載された切断装置において、
　前記覆い手段と該覆い手段に固定された前記第３の吸着手段とを、少なくとも前記第１
の吸着手段の上と前記撮像手段との間において一体的に移動させる搬送手段と、
　前記第３の吸着手段と前記覆い手段とが固定された状態を解除して前記第３の吸着手段
から前記覆い手段をとりはずす固定解除手段とを備え、
　前記第２の吸着手段が前記第３の吸着手段の上面に前記複数の単位部材を移載し、
　前記第３の吸着手段に置かれた前記複数の単位部材を前記収容手段の上方に移動させ、
　前記第３の吸着手段に置かれた前記複数の単位部材をばらばらにして前記収容手段に収
容することを特徴とする切断装置。
【請求項９】
　請求項５～８のいずれか１つに記載された切断装置において、
　光学的に検査された前記複数の単位部材のうち不良品に印をつけるマーキング手段を備
えることを特徴とする切断装置。
【請求項１０】
　被切断物を仕切る第１の境界線と該第１の境界線に交わる第２の境界線とにそれぞれ沿
って前記被切断物を切断することによって、前記第１の境界線と前記第２の境界線とによ
って仕切られた複数の領域にそれぞれ対応する複数の単位部材を生産する際に使用される
切断方法であって、
　前記第１の境界線と前記第２の境界線とにそれぞれ沿って前記被切断物を切断する工程
と、
　前記複数の単位部材を第１の吸着手段の上方まで搬送する工程と、
　複数の第１の管路を経由してそれぞれ前記複数の単位部材を前記第１の吸着手段に吸着
する工程と、
　吸着された前記複数の単位部材を乾燥する工程と、
　それぞれ前記複数の単位部材を前記第１の吸着手段に吸着することを停止する工程と、
　複数の第２の管路を経由してそれぞれ前記複数の単位部材を前記第２の吸着手段に吸着
する工程と、
　前記複数の単位部材を吸着した前記第２の吸着手段を前記第１の吸着手段の上方から退
避させる工程と、
　前記第１の吸着手段の上に第３の吸着手段を置く工程と、
　前記第２の吸着手段から前記第３の吸着手段の上に前記複数の単位部材を移載する工程
と、
　前記複数の第１の管路と前記第３の吸着手段が有する複数の第３の管路とを順次経由し
て、それぞれ前記複数の単位部材を前記第３の吸着手段に吸着する工程と、
　前記第３の吸着手段に覆い手段を固定し、かつ、前記覆い手段の内底面によって前記第
３の吸着手段の上面に対して前記複数の単位部材を押さえる工程と、
　それぞれ前記複数の単位部材を前記第３の吸着手段に吸着することを停止する工程と、
　前記覆い手段と該覆い手段が固定された前記第３の吸着手段とを前記画像取得手段まで
一体的に移動させる工程と、
　前記第３の吸着手段から前記覆い手段を取り外す工程と、
　前記第３の吸着手段の上面に置かれた前記複数の単位部材を光学的に検査する工程と、
　前記複数の単位部材をばらばらにした状態で収容手段に収容する工程とを備えることを
特徴とする切断方法。
【請求項１１】
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　請求項１０に記載された切断方法において、
　前記光学的に検査する工程では、作業者が目視によって前記複数の単位部材を検査する
ことを特徴とする切断方法。
【請求項１２】
　請求項１０に記載された切断方法において、
　前記光学的に検査する工程では、撮像手段を使用して前記複数の単位部材の画像を取得
し、前記画像を対象にして画像処理を行い、前記画像処理を行った結果に基づいて光学的
に検査することを特徴とする切断方法。
【請求項１３】
　請求項１０～１２のいずれか１つに記載された切断方法において、
　前記一体的に移動させる工程では、搬送手段を使用して前記覆い手段と前記第３の吸着
手段とを一体的に移動させ、
　前記光学的に検査する工程の後に、前記第３の吸着手段を使用して前記複数の単位部材
を前記収容手段の上方に移動させる工程を備え、
　前記収容手段に収容する工程では、それぞれ前記第３の吸着手段に置かれた前記複数の
単位部材をばらばらにして前記収容手段に収容することを特徴とする切断方法。
【請求項１４】
　請求項１０～１３のいずれか１つに記載された切断方法において、
　光学的に検査された前記複数の単位部材のうち不良品に印をつける工程を備えることを
特徴とする切断方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　次に、図３（２）に示すように、仮保持機構３７が有する複数の吸引路３８によって複
数の電子部品９を吸着した後に、仮保持機構３７を乾燥用テーブル１３から退避させて、
乾燥用テーブル１３の上方を空いた空間にする。作業者ＯＰ（図１参照）が、乾燥用テー
ブル１３の上方の空いた空間に、図２（１）に示された検査用治具１４のうちプレート１
９を配置する。
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